
令和４年７月１日以降の教員免許状の有効性 確認フローチャート                         

 

平成２１年３月３１日以前に取得した教員免許状を所有していますか？ 

あなたは旧免許状所持者です。 

更新等手続（※１）をしたことがありますか？ 

更新等証明書（※２）に記載され

ている次回の更新期限（修了確

認期限）は令和４年７月１日以

降ですか？ 

あなたは新免許状所持者です。 

所有する全ての 

・教員免許状 

・更新等証明書（更新等手続（※１）をしたことがある場合） 

に記載されている「有効期間の満了の日」を見比べてください。 

最も遅い日付は令和４年７月１日以降ですか？ 

あなたの免許状は全て失効し

ています。 

更新期限当日の勤務地が所在

する都道府県教育委員会（教員

免許担当課）に連絡し、免許状

を返納してください。 

免許状を再度取得するには、再

授与申請をしてください。免許

を授与された都道府県教育委

員会へお問合せください。 

あなたの免許状は 

期限なく有効です。 

手続は不要です。 

更新期限当日は教員等（※３）

でしたか？ 

教員等になったことがなけれ

ば、「いいえ」に進んでください。 

あなたの免許状は 

期限なく有効です。 

手続は不要です。 

あなたの免許状は 

休眠状態です。 

失効はしていませんの

で、令和４年７月１日以

降、教職に就くことがで

きます。手続は不要です。 

あなたの免許状は 

全て失効しています。 

免許状を再度取得するには 

再授与申請をしてください。 

再授与申請については、免許を

授与された都道府県教育委員

会へお問合せください。 

※１ 更新手続とは、教員免許更新制に基づく、更新・延期・延長・免除・回復のいずれかの手続をいいます。 

※２ 更新・延期・延長・免除・回復の手続を完了した際に、都道府県教育委員会から証明書が発行されています。 

※３ 教員等とは、更新義務がある方を指します。校長・副校長、園長・副園長、教頭、主幹（養護・栄養）教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、保

育教諭、助教諭、助保育教諭、養護助教諭、講師（常勤・非常勤講師）、教育委員会職員のうち免許管理者（教育委員会）が定める者、教育職員として任

命された者で人事交流等により他の機関に勤務する免許管理者が定める者が含まれます。 
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